
 

 

 

 

 

 

 

【今月の一言】 
暖かな日差しに春の訪れを感じるこの頃。 

先日まで行われていた平昌五輪の余韻がまだま

だ続いております。実は、この大会で初めて知った

競技もありましたが、それでもたくさんの感動をも

らえました。ひたむきに打ち込む姿は、どの選手も

本当に素敵でしたね。私も何か運動を始めようかと

画策中です。続くかどうかは別として…ですが。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 

 

「請負契約のフリーランス」を独禁法

で保護へ 

◆悪質なケースでは摘発も 

企業などから個人で直接仕事を請け負って働く「フ

リーランス」とよばれる人たちが、契約で不当な制限

を受けた場合、独占禁止法（独禁法）で保護されるこ

とになりました。フリーランスが増えていることを受

け、実態調査を行ってきた公正取引委員会（公取委）

の有識者会議が見解をまとめ、明らかになったもので

す。 

どういったケースが違反にあたるかを 2 月中にも公

表し、各業界に自主的な改善を促す方針ですが、悪質

なケースが見つかれば摘発も検討しているようです。 

◆「法律の空白地帯」が発生 

企業と雇用契約を結ばずにフリーランスとして働く

人は、現在 1,000 万人以上いるとされています。シ

ステムエンジニアやプログラマーといった職種のほか、

プロスポーツ選手や芸能人も含まれ、近年はインター

ネットを通じて不特定多数の個人に仕事を発注する企

業も増えているようです。 

ただ、こうした働き方は労働基準法などの対象とな

るのか、事業者の適切な取引環境を守る独禁法の対象

となるのか、非常にあいまいだったため、企業側から

不当な要求を受けても対抗できない「法律の空白地帯」

になっていました。 

◆不当な報酬や移籍制限、囲い込みなどを規制 

公取委は、昨年からフリーランスの労働環境の

実態調査をすすめ、有識者による検討会を重ねて

きました。今回まとめた見解では、企業側からフ

リーランスになされる不当な要求は独禁法の対象

となりうると認定。「企業側が報酬や仕事内容など

の約束を守らない」「補償費も払わずに他社と仕事

をさせない」等を求めた場合は独禁法が禁じる「優

越的地位の乱用」などにあたるおそれがあるとし

ました。 

また、プロスポーツ選手の不当な移籍制限や、

芸能事務所による芸能人の囲い込みなども独禁法

違反にあたるおそれがあるとしています。 

◆クラウドソーシングの急増に対応 

公取委が、フリーランスへの不当な要求を独禁

法の対象と認めるのは、「雇用関係ではない働き方」

を守る必要性が高まっているとの判断からです。

仕事の発注側がウェブサイトなどで仕事をしたい

人を募集するクラウドソーシングの出現は、こう

した働き方を広げる一方、報酬の支払いが遅れた

り、仕事内容が一方的に変更されたりするトラブ

ルの急増にもつながっているのです。 

公取委の方針にはこうした現状を是正するねら

いがあり、見解をまとめることにより、人材の活

用を活性化させ、消費者サービスの向上につなが

ることが期待されています。 

 

政府が推進する「リカレント教育」

とは？ 

◆政府が重要性を強調 

政府は、人づくり改革を議論する有識者会議「人

生 100 年時代構想会議」において、「リカレント

教育（学び直し）」の重要性を強調し、大学や企業、

地域による教育プログラムの開発などを進めるよ

うに求めました。 

リカレント教育の推進の目的は、IT・AI 化の加

速により、出産・育児で退職した女性や定年退職

した高齢者らが最新の技術を学び、生産性向上に

つなげることです。 

政府は昨年末、2019 年以降に約 5,000 億円

の予算をリカレント教育に投入する方針を固め、

その充実を図ることとしています。 

◆各国の取組みは？ 

リカレント教育とは、リカレント（recurrent）

を回帰する、循環すると訳すことから、いったん

社会に出た後に必要に応じて再び教育を受ける教

育体制ことを意味します。1970 年代に経済協力

開発機構（OECD）によって提唱され、国際的に

広く認知されるようになりました。 

スウェーデンでは、キャリアを一旦中断して数

年間、フルタイムで学生として教育を受ける仕組

みが整っています。また、アメリカでは、コミュ

ニティ・カレッジという公立の 2 年制の大学で、

安い値段で大学教育と職業訓練を提供しています。

夕方や夜間、土日も開講しており、働きながら通

うことが可能です。 

◆日本の現状は？ 

日本では、かつて終身雇用が慣例となっていた

ため、リカレント教育の必要性が重視されていま

せんでした。 

しかし近年、社会人入試の実施、夜間大学院の

設置、また、放送大学の活用やカルチャーセンタ

ーや通信教育、企業の教育訓練が充実し、働きな

がら学べる環境が整ってきています。 

◆政府の方針に期待 

政府は昨年末、2019 年以降に約 5,000 億円

の予算をリカレント教育に投入する方針を固め、

その充実を図ることとしています。 

また、今年1月には、雇用保険法の改正により、

専門実践教育訓練給付金が拡充され、支給率、上

限額、支給対象者の要件が変わり、教育訓練支援

給付金の支給率が引き上げられました。 

今後、人口の減少が進んでいく中、女性や高齢

者だけでなく働き手個人のスキルアップより労働

力を向上させることが課題となっており、リカレ

ント教育のニーズも高まっています。 

政府の提言により、リカレント教育の環境が整

備されていくことが期待されます。 

3 月の税務と労務の手続［提出

先・納付先］ 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

   ［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

＜前月以降に一括有期事業開始している場

合＞ ［労基署］ 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出 

＜新規適用のもの＞ ［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告 

  ［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告 ［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告 ［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限<昨年度分> ［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限 ［税務署］ 

○ 確定申告税額延納の届出書提出 ［税務署］ 

○ 国外財産調書の提出 ［税務署］ 

○ 総収入金額報告書の提出 ［税務署］ 

4 月 2 日 

○ 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

＞ ［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限 

  ［税務署］ 

ベ イ ヒ ル ズ 社 労 士 事 務 所 便 り 

〒221-0052横浜市神奈川区栄町 1-1 KDX横浜ビル 6階  

TEL : 045-450-6701 （9:00～17:00） FAX ： 045-450-6706  

平成 30年 3月号 


